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（別添） 
 
 

豚由来たん白質等の飼料利用に係る食品健康影響評価について 

 
１ はじめに 
  食品安全委員会は、食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）に基づき農林水産
省から豚由来たん白質等の飼料利用に係る飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す
る法律（昭和２８年法律第３５号）（以下「飼料安全法」という。）に規定する飼料の基
準・規格の改正に係る食品健康影響評価について意見を求められた。（平成１５年１１
月１２日、関係書類を接受） 

農林水産省では、ほ乳動物由来たん白質の飼料利用について、BSE の感染経路を遮
断するために、平成１３年１０月１５日以降、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す
る省令の一部を改正する省令（平成１３年農林水産省令第１３３号）により禁止してき
たところである。ほ乳動物由来たん白質のうち、豚、馬及び家きん由来たん白質につい
ては、そのもの自体は BSE の感染源とはならないものの、原料の収集・製造段階で反
すう動物由来肉骨粉等が混入する可能性があるとして、飼料への利用を禁止されたとこ
ろである。しかし、豚、馬及び家きん由来の一部のたん白質については、他のたん白質
の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて、農林水産大臣の
確認を受けたものである場合に限って、牛以外の家畜の飼料に利用することが認められ
ている＊1。なお、農林水産省の「第12 回牛海綿状脳症（BSE）に関する技術検討会（以
下「BSE 技術検討会」という。）」（平成 1４年９月２４日開催）において、豚肉骨粉等
の豚・鶏用飼料への利用については、牛肉骨粉等の交差汚染の防止が確実になされるこ
とを条件に問題はないとされている[１]。 

当専門調査会は、第３回プリオン専門調査会（平成１５年１１月２７日開催）にお
いて、豚由来たん白質等の飼料利用に係る調査審議を実施した。その結果、現在の知見
では豚や家きんが自然状態において BSE に感染し、BSE を伝達する科学的根拠はない
と考えられるものの、豚や家きんに由来するたん白質を飼料として利用することについ
ては、交差汚染を防止するための管理措置に関する情報（海外の規制状況等を含む）を
参考とする必要があるとし、これらの情報等を収集した上で再度審議することとなった。 

第７回専門調査会（平成１６年３月２６日開催）において、収集すべきとされた情
報等を基に再度審議を行った。 

 

                                                 
＊1 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令（平成 13 年農林水産省令第 137 号及び平

成 15 年農林水産省令第 67 号）により、以下のものについて家畜等（牛を除く）を対象とする飼料に含んでよい
こととされた。 

①豚又は馬に由来する血粉及び血しょうたん白質であって、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離さ
れた工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの（「確認済血粉等」という）。 

②家きん由来のチキンミール、フェザーミール、血粉及び血しょうたん白であって、これら以外のたん白質の
製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの（「確
認済チキンミール等」という）。 

③魚介類由来たん白質であって、ほ乳動物由来たん白質及び家きん由来たん白質の製造工程と完全に分離され
た工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの（「確認済魚介類たん白質」とい
う）。 
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２ 農林水産省における今後の取扱いについて 
  農林水産省は、BSE 技術検討会における検討結果を踏まえ、以下のことについて飼
料安全法に基づく基準・規格の改正を行いたいとしている。 

（１） 豚肉骨粉等のうち、反すう動物由来たん白質の製造工程と完全に分離された工程
であることについて農林水産大臣の確認を受けた工程で製造されたもの（以下「確
認済豚肉骨粉等＊2」という。）ついては、豚、鶏、養魚用飼料として利用すること
を認めること。 

また、既に飼料への利用が可能となっている動物由来たん白質（大臣確認を受け
た豚由来の血粉及び血しょうたん白、チキンミール、魚介類たん白質等）と確認済
豚肉骨粉等の原料を混合して製造された動物由来たん白質についても、豚、鶏、養
魚用飼料として利用することを認めること。 

（２） 家きん由来たん白質については、既に飼料利用が認められている大臣確認済のチ
キンミール、フェザーミール、血粉及び血しょうたん白（脚注*１参照）に加えて、
農林水産大臣の確認を受けた工程で製造された蒸製骨粉及び加水分解たん白につ
いても、豚、鶏、養魚用飼料として利用することを認めること。 

（３） 上記（１）及び（２）の飼料については、誤用・流用を防止する観点から、牛等
の飼料に混入しないよう保存するとともに、使用上及び保存上の注意事項を表示す
ること等を義務づけること。 

 
３ 豚肉骨粉等について 
  農林水産省から提出された資料では、以下のとおり定義される。  

「豚肉骨粉等」とは、ほ乳動物由来たん白質のうち、豚又は馬に由来する肉骨粉、
蒸製骨粉、加水分解たん白質をいう。 
「肉骨粉」とは、食肉を取り除いた後の骨、内臓、くず肉などを原料にして加熱処
理によって脂質を分離し、乾燥させて細かく砕いた粉末状のものをいう。 
「蒸製骨粉」とは、骨を加熱・加圧し、脂質・液分を除いた細かく砕いた粉末状の
ものをいう。 
「加水分解たん白」とは、内臓、くず肉、乳たん白等をたん白分解酵素や化学的処
理によって液状に分解したものをいい、粉末状、ペースト状などにして飼料に利用
される。 

 
４ 飼料工場等の工程分離状況     
（１） 農林水産省によれば、豚由来肉骨粉、蒸製骨粉、加水分解たん白質を製造・出荷

する飼料製造届出工場（レンダリング工場）約 100 工場のうち、農林水産大臣の確
認を受けることが可能と見込まれる工場は、平成 15 年度末までに 11 工場、平成
16 年度中に５工場であり、これら 16 工場のうち、鶏を混合処理する工場は７工場
となっている[２]。また、鶏専用工場は、現時点で 25 工場となっている。 

（２） 配合飼料大手工場についても、農林水産省によれば、牛用飼料と豚・鶏用飼料の
製造工程分離などの対策に対応可能な工場数は、平成 15 年度末までに 138 工場の
うち 72 工場、平成 16 年度末までに 139 工場のうち 123 工場、平成 17 年度当初に
は全工場に達する見込みであるとされている[３]。 

                                                 
＊2 反すう動物由来たん白質の製造工程と完全に分離された工程であることについて農林水産大臣の確認を受けた工

程で製造された豚又は馬に由来する肉骨粉、蒸製骨粉、加水分解たん白。 
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（３）今後、農林水産省は、認可を受けたレンダリング工場及び飼料製造工場に対して
立ち入り調査を行い、措置の監視を実施することとしている。 

 
５ 海外における規制及び利用実態について 
    EU の EC 規則（Regulation（EC）No1774/2002）によれば、食用に適する動

物由来の副産物などの指定物質（第 3 種物質＊3）であって、認可された工場で製造
された動物性たん白質については、飼料原料として利用可能とされているが[４]、
各国のステータス評価が確定するまでの間は動物性加工たん白質をすべての家畜
へ給与することを禁止することとなっている。また、調査した限りにおいても、EU
加盟国及びスイスにおいて現時点で豚由来肉骨粉を豚及び家禽の飼料に利用して
いる国はない[５]。 
米国及びカナダでは、豚及び馬を除くほ乳動物由来たん白質又はそれらを含む全

ての物質について、反すう動物への給餌を禁止しているが、豚及び鶏に由来するた
ん白質を反すう動物の飼料に利用することは可能となっている。 

    なお、BSE 感染牛の出生年の情報が入手できる英国及び仏国について、BSE 発
生数年別・出生年別及び規制時期をグラフに示し、規制時期と BSE 発生数の関係
を比較検討した。 

 
６ 食品健康影響評価について 
豚肉骨粉等の飼料利用に係る食品健康影響評価について、BSE 技術検討会、第３回及

び第 7 回プリオン専門調査会における審議結果も踏まえつつ、以下のとおりとりまとめ
た。 
（１） 豚肉骨粉等について（豚及び馬の BSE 感受性・伝達性について） 

豚における BSE の神経病原性・伝達性についての報告によれば、BSE に感染し
た牛の脳を用いた複数の経路（脳内、静脈内及び腹腔内）による接種試験で、69
～150 週の潜伏期を経て病変が確認され、臨床症状が出る前の病理学的な変化が２
頭の豚で接種後 105 週と 106 週に認められた。また、感染した豚の組織を材料と
したマウスへの脳内及び腹腔内接種試験では、中枢神経系、胃、十二指腸、遠位回
腸、膵臓に感染性が認められている。一方、豚に BSE 感染脳を 1-2 週間隔で３回
給餌した場合、7 年間にわたって、経口投与した豚に BSE の病変は確認されてい
ない。従って、豚は BSE に感受性はあるが、経口暴露による自然感染はないであ

                                                 
＊3 第 3 種物質は、以下に説明される動物性副産物又はそのような副産物を含む全ての物質により構成される。 

(a)と畜された動物の一部で、共同体法規に基づきヒトの食用として適当であるが，商業的理由によりヒトの食用を
目的としないもの、(b)と畜された動物の一部で、ヒトの食用として不適格となったが、ヒト又は動物に対して感染
性のある疾病の兆候による影響を受けていないもの、及び共同体法規に基づきヒトの食用として適当であるとされ
たと体に由来するもの、(c)生前検査の結果、共同体法規に基づきヒトの食用として適当とされ、と畜場でと畜され
た動物に由来する皮及び皮膚、蹄及び角、豚毛及び羽毛、(d)生前検査の結果、共同体法規に基づきヒトの食用とし
て適当とされ、と畜場でと畜された反芻動物以外の動物から採取された血液、(e)脱脂骨及び脂肪かすを含むヒトの
食用を目的とした製品の製造によって生じる動物性副産物、(f)食品残渣以外の動物に由来する元食品又は動物に由
来する元食品を含む製品で、商業的理由又は製造上又は包装上の欠陥あるいはその他の欠陥により、ヒトの食用を
目的としなくなったもの、(g)製品を介してヒト又は動物に対する感染性のある疾病の臨床的兆候を示さない動物に
由来する未加工の乳、(h)魚粉製造を目的として、外洋で捕獲された魚又は海生哺乳類を除く海生動物、(i)ヒトの食
用の魚製品を製造する工場からの魚由来の生の副産物、(j)製品を介してヒト又は動物に対する感染性のある疾病の
臨床的兆候を示さない動物に由来する卵殻、孵化場の副産物及びヒビの入った鶏卵の副産物、(k)製品を介してヒト
又は動物に対する感染性のある疾病の臨床的兆候を示さない動物に由来する血液、皮及び皮膚、蹄、羽毛、羊毛、
角、毛及び毛皮、(l)第 4 条(1)(e)に示すもの（国際的輸送手段からの食品残渣）以外の食品残渣。 
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ろうと結論付けられている[６, ７]。 
なお、欧州委員会科学運営委員会の報告では、上記の研究成果、英国における豚

への BSE 感染の疫学的状況、現在進行中の豚における BSE 感染の研究等から、豚
は経口では BSE に感染しないと結論付けられており、豚の各臓器、組織について
特定危険部位として扱う科学的根拠はないとされている[８]。 
また、豚のプリオンたん白遺伝子を発現するトランスジェニックマウスを使った

感染実験では、高力価の BSE 感染因子を脳内に接種すると、全てのブタトランス
ジェニック(poTg)マウスが臨床症状を呈し、低用量の BSE 感染因子の接種では、
コントロール群マウスの 42%が感染したのに対し、poTg マウスでは感染しなかっ
たことから、牛と豚の間には強い種の壁が存在していることが示唆されるとの報告
がある［9］。同時にこの報告では、異常プリオンたん白質が検出されなかった BSE
接種 poTg マウスの脳乳剤を使用して、別の poTg マウスに 2 代継代感染を試みる
と感染因子を検出できたことから、牛プリオンの初期暴露により潜在的感染を生じ
た poTg マウスの脳組織が再度 poTg マウスに接種された場合には、感染性を有す
る可能性が示唆されるとしている[9]。このことから、一旦、豚で BSE 感染が成立
すると、豚の間で容易に感染が拡大する可能性が理論上あり得るが、①牛の SRM
の食品・飼料への利用が禁止され、かつ、牛由来たん白質の交差汚染を防止するた
めの適切な管理が実施できる施設でのみ豚及び家きん由来の肉骨粉、蒸製骨粉及び
加水分解たん白質の利用が認められること、②豚では経口暴露による自然感染は成
立しないとされている［6-8］こと、③BSE に高度に汚染された英国等で豚に BSE
の発症例が認められていないこと、④日本における BSE 汚染の程度は英国に比べ
低いこと、⑤牛と豚の間には、強い種の壁が存在していることが示唆されている［9］
こと、⑥と畜される豚の月齢は牛のと畜月齢に比べて低いこと等から、我が国では
豚から豚へ BSE が増幅する可能性はきわめて低いと推測される。 
しかしながら、poTg マウスを使った脳内接種試験の結果から、豚での BSE の不

顕性感染の起こる理論的可能性は、同種動物間での病原体の増幅という重要な問題
につながる可能性があるため、今後、①本年 4 月に全面的に実施されるようになっ
た死亡牛検査の成績の蓄積による我が国における BSE 汚染の程度の確認、②豚へ
の BSE 病原体の経口接種試験等に係る新たな知見の収集、③交差汚染防止の実施
状況の確認に努め、その結果に基づき、と畜される豚の月齢の検討、特に種豚のよ
うな老齢の豚のレンダリングを避けることについて検討する等、慎重な対応が必要
と考えられる。 
一方、馬における BSE の感染性等に関する報告、BSE 又は TSE 感染の疫学的調

査報告はない。 
（２） 家きん由来の蒸製骨粉及び加水分解たん白質について（鶏の BSE 感染性・伝達

性について） 
BSE に感染した牛の脳材料を鶏に脳内接種、腹腔内接種あるいは経口投与しても

海綿状脳症は認められていない [10]。また、BSE 高度汚染国である英国において
も、BSE が鶏に伝達するという疫学的な証拠はないとされている[11, 12]。 

（３）交差汚染によるリスクについて 
豚由来の肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を飼料として豚に与えることに

よるヒトへの BSE 感染リスクは、a)交差汚染により BSE が牛から牛へと増幅する
こと、その結果、ｂ）牛での汚染が進み、ヒトへの感染が起こるというリスクであ
る。従って、牛への交差汚染が防止できれば、ヒトへのリスクは極めて低いと考え
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られる。 
豚由来の肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を飼料として豚に与えることに

よる交差汚染のリスクは、a)と畜場、食肉処理場及びレンダリングの過程のいずれか
で交差汚染が起こり、かつ、ｂ）豚の肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を利
用した豚用飼料が牛用飼料に交差汚染を起こす場合である。 
豚由来の肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を豚の飼料として与えることに

よる、各過程の交差汚染のリスクは以下のように評価される。 
   と畜場 牛のと畜と豚のと畜は別の施設、あるいはライン分離した施設で行う：

交差汚染リスクは低い 
   食肉処理場 牛の処理と豚の処理は別施設、あるいは処理区域を分離する：交差

汚染リスクは低い 
   レンダリング 牛と豚・鶏用のレンダリングは別施設あるいはラインを分離す

る：交差汚染リスクは否定できない 
   飼料工場 牛用と豚・鶏用は別施設、あるいはラインを分離する：交差汚染リス

クは低い 
輸送・運搬 牛用飼料は専用の容器、あるいは専用車で輸送する：交差汚染リス

クは低い    
農家 牛用飼料と豚・鶏用飼料は混用しない：交差汚染リスクは否定できない 

 
７ 結論 
（１）  現在の知見では、豚及び家きんが自然状態において BSE に感染し、BSE を伝達

するという科学的根拠はない。従って、豚及び家きんに由来する肉骨粉、蒸製骨粉
及び加水分解たん白質を豚及び家きん用の飼料として利用することによる、ヒトへ
の直接的な食品健康影響については無視できると考えられる。 

 
（２）  BSE の汚染が高い EU 諸国では、EC 規則上、認可された工場で食用として製造

された動物性たん白質を飼料原料として利用することを認めている。しかし、各国
の BSE 汚染度のステータス評価が確定するまで、その施行が延期されている。従
って、現在、動物性加工たん白質は全ての家畜に給与することは禁じられている。
これは、BSE 高度汚染国では、交差汚染を防止することが極めて困難であるとい
う、EU の経験に基づいていると考えられる。 
わが国において、豚及び家きん由来の肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を

豚及び家きんに飼料として与えることによるヒトへの BSE 感染リスクは、牛での
交差汚染によるリスクであり、と畜場、食肉処理場、レンダリングのいずれかで交
差汚染が起こり、かつ、飼料工場、輸送・販売、農家のいずれかで交差汚染の起こ
るリスクである。この交差汚染のリスクは、これらと畜場から農家に至る各過程に
おいて農林水産省による管理措置が遵守されれば十分軽減されるものと考えられ
る。 
また、我が国では豚から豚へ BSE が増幅する可能性はきわめて低いと推測され

るが、今後、①我が国における BSE 汚染の程度の確認、②豚への BSE 病原体の
経口接種試験等に係る新たな知見の収集、③交差汚染防止の実施状況の確認に努
め、その結果に基づき、老齢の豚のレンダリングを避けることについて検討する等、
慎重な対応が必要と考えられる。 
これらのことから、豚及び家きん由来の肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質
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を豚及び家きんの飼料に利用することに当たっては、交差汚染を防止するための適
切な管理が実施できる施設にのみ認められるべきである。また、交差汚染を科学的
にチェックするために、十分な感度・精度を有する技術の開発により一層努力し、
今後、安全性を検証する仕組みを構築するべきである。 

 
（３） 馬については、現時点において、ＢＳＥの感受性に関する科学的知見がなく、馬

に由来する肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を豚、馬及び家きんの飼料とし
て利用することによる、ヒトへの食品健康影響については評価することはできな
い。 
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豚由来たん白質等の飼料利用についての御意見・情報の募集結果について 
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３． 提出状況 ６通 
４．主な御意見の概要及びそれに対するプリオン専門委員会の回答 

意見 御意見・情報の概要 専門調査会の回答 
１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現時点で得られている情報を考慮すれば、豚の肉骨

粉利用が豚へのＢＳＥ感染ないし豚のプリオン病蔓延

に繋がる可能性は低いと考えられるが、豚へのＢＳＥ感

染実験は数少なく、十分とは言えない。また、豚の飼養

期間を考慮すると、疾病の存在を完全に否定すること

はできないと考えられる。したがって、豚のプリオン病に

関する知見をさらに積み重ねる必要があると考え、今後

も研究を進めるよう要望する。 

 

豚のプリオン病について得られている知見が多くな

いことを考慮して、報告書に情報の不確実性を記述す

るとともに、リスクマネジメント部局においては情報の不

確実性に鑑み慎重な対応をすべき旨の付言をするよう

要望する。 

 

交差汚染が完全に防止する対策が必要であり、その

徹底が保証されるまで、豚肉骨粉の豚用飼料への使用

を解禁しないよう要望する。 

農林水産省から意見を求められた本件につい

ては、Ryderら（2000年）、Wellsら（2003 年）

及び欧州の科学運営委員会の報告（2003 年）に

基づき、豚及び家きんが自然状態において BSE
に感染し、BSE を伝達する科学的根拠はなく、

「豚及び家きんに由来する肉骨粉、蒸製骨粉及び

加水分解たん白質を豚及び家きん用の飼料とし

て利用することによる、ヒトへの直接的な食品健

康影響については無視できると考えられる。」と

の結論が出されたところです。今後とも、関連す

る科学的知見の収集に努め、新たな科学的知見が

得られた場合には、必要に応じて科学的な審議を

行ってまいります。 
 結論（２）にあるように、交差汚染のリスクは

農林水産省による管理措置が遵守されれば十分

に低いと考えられますが、そのリスクに配慮し、

施設認定、技術開発及び安全性の検証について付

言しております。この結果を踏まえて、管理機関

である農林水産省が具体的な施策を講じ、その徹

底を図ることとなります。なお、施策を実行する

にあたっては、その内容について食品安全委員会

への報告を求めることとしております。 
２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

製造－流通の実証試験を行い、その評価を行った

上で、認可工場なり認可製造者、認可流通者を特定す

るような仕組みにして欲しい。 

 

羊や牛だけでなく他の畜種、野生動物についても研

究の推進を望む。それとともに研究結果の公開、国民

への情報公開を積極的に行うことを要望する。 

 

「評価の不確実性」を明記することが却って冷静な認

識を生む。その上で新たな研究結果が出たときには速

やかに評価を行うことを明記した上で、リスクマネジメン

トを進めることを要望する。 

 

 本件に係る食品健康影響評価の結果を踏まえ、

管理機関である農林水産省が交差汚染の防止等

を含めた管理施策を講じ、その徹底を図ることと

なります。 
なお、施策を実行するにあたっては、その内容

について食品安全委員会への報告を求めること

としております。 
 また、今後とも、関連する科学的知見の収集に

努め、新たな科学的知見が得られた場合には、必

要に応じて科学的な審議を行ってまいります。 

 
＊研究推進の要望については、今般の意見募集の

趣旨と異なります。 



 
 

 

 

意見 御意見・情報の概要 専門調査会の回答 
３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「２ 農林水産省における今後の取扱いについて」には

「豚肉骨粉等・・・養魚用飼料として利用することを認め

ること。」と記載されてるが、同文書の「７ 結論」におい

て養魚用飼料に関する記述が全く欠落しているので、

結論の内容は下記の如く訂正願う。 

「７ 結論」 

（１）１行目 豚及び家きんが→豚、家きん及び魚類が 

３行目 豚及び家きん用の→豚、家きん及び養魚用の 

（２）８行目 豚及び家きんに→豚、家きん及び魚類に 

13行目 豚及び家きんの→豚、家きん及び魚類の 

（３）２行目 豚、馬及び家きんの→豚、馬、家きん及び

魚類の 

４ 

 
 
 

２ 農林水産省における今後の取り扱いについて

（１）、文中、豚、鶏、養魚飼料として利用することを認め

ることとなっているが、７ 結論（１）の文章の中に養魚飼

料が記載されていないので、記載すべき。 

５ 
 
 
 
 
 
 
 

水産飼料に関しては、畜産用配合飼料とくに牛用配

合飼料工程とは分離独立した工程で生産されるものが

ほとんどであり、豚由来たんぱく質の使用を豚及び家

禽で認める方向であれば、水産飼料においても使用で

きるようにして欲しい。肉骨粉の魚に対する栄養的な効

果は、各種公的機関での試験において実証済みであ

り、安価な魚粉の代替たんぱく質源として早期に利用

できることが望ましい。 

 豚由来たん白質等の飼料利用については、食品

健康影響評価にあたって必要と考えられる魚類

の BSE 感染性についての科学的資料等が整って

いませんでした。従って、豚及び家きんに由来す

る肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を養魚

用飼料として使用することについての食品健康

影響評価を行っていません。 
 今後、豚及び家きんに由来するたん白質等を養

魚用飼料として利用することに係る食品健康影

響評価に必要な科学的データ等が整えられた場

合には、科学的な審議を行ってまいります。 

６ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BSE牛から飼料への汚染を防御するためにはBSEの

汚染原料を使用しない事である。BSEかどうか分からな

い死亡牛や、全頭検査を実施していない諸外国のBSE

汚染の可能性のある輸入牛を飼料原料にしているので

あれば不安。この様な原料を使用しない対策をとること

が第一である。万一、汚染牛を使用する企業等があっ

た場合のリスク回避として交差汚染回避の対策が必要

になる。 

BSEとともに各動物に使用された抗生物質等の薬品

類の残留が気がかり。EU 等が豚由来肉骨粉を豚及び

家きんの飼料に利用していないのはなぜか。日本も同

等の規格にして欲しい。 

豚が豚を食べることは自然の食性にあっているのでしょ

うか。 

 農林水産省から意見を求められた本件につい

ては、豚及び家きんに由来する肉骨粉、蒸製骨粉

及び加水分解たん白質を飼料として利用するこ

とについての食品健康影響評価であって、牛を由

来とするものではありません。 
なお、農林水産省によるBSE対策措置として、

牛に由来する肉骨粉等を飼料として利用は禁じ

られています。 

EU 等では、EU 各国の BSE 汚染度のステー

タス評価が確定するまでは、認可された工場で食

用として製造された動物性たん白質を飼料原料

として利用することを延期し、その間、動物性加

工たん白質を全ての家畜に給与することを禁じ

ています。これは、BSE 高度汚染国では、交差

汚染を防止することが極めて困難であるという、

EU の経験に基づいていると考えられます。 




